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改正災害対策基本法と改正消費者安全法にみる地域の 

個人情報保護と利活用の課題～自治体先行事例からの発展的考察 
 

 

岡本 正†1
 

 

2013 年改正の災害対策基本法には,「避難行動要支援者名簿」の作成義務を自治体に課し,平常時からの支援機関との

名簿情報共有を促す規定が盛り込まれている．特に平常時の情報共有を実現するには,条例を策定するか,審議会を活
用することが不可欠になる．また,2014 年改正の消費者安全法により,県や市町村に「消費者安全確保地域協議会」の
設置が可能になった．協議会の構成員の間では,消費生活上特に配慮を要する消費者の個人情報の共有が可能になる．

自治体が条例を別途策定したり,審議会を活用したりするまでもなく,個人情報の共有が実現する．これらの法改正を
踏まえると,消費者安全法に基づく協議会を広く活用することで,同時に避難行動要支援者情報や災害時要援護者情報
の共有も可能になり,一定の範囲では,平常時の見守り支援と災害対策が一体的に推進される余地があると思われる． 
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In 2013, the Disaster Countermeasure Basic Act was revised．It imposes an obligation on the local government to 

create a list of people requiring assistance during a disaster．It also encourages the sharing of such list among 

stakeholders within the local government． In 2014, the Consumer Safety Act was revised．The Act prescribes the 

establishment of councils to prevent consumer damage．Sharing the list of elderly people and victims of consumer 

crimes is admitted among members of the council．This article discusses the relationship of these two acts with 

reference to precedents of the local government． 

 

 

1. はじめに     

 本稿は ,2013 年 6 月に改正された災害対策基本法及

び,2014 年 6 月に改正された消費者安全法のうち,各法令が

地方公共団体（以下自治体という場合がある）が保有する

個人情報の取扱いについて言及している部分について考察

を加え,地域の個人情報政策の在り方について検証又は提

言をすることを狙いとしている．すなわち,2013 年改正の

災害対策基本法には,避難行動要支援者名簿の作成義務化

など,災害時に備えた自治体の個人情報の利活用政策にと

って大きなインパクトをもたらす改正案が盛り込まれてい

る．また,2014 年改正の消費者安全法には,「消費者安全確

保地域協議会」など,ステークホルダーが平常時から個人情

報を共有したうえで,高齢者等を支援する仕組みの構築を

促す改正案が盛り込まれている．これら２つの改正法自体

の関係性と,今後自治体がとるべき地域の情報政策につい

て,先進的な自治体における災害対策条例,見守り条例等を
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 まず,2．では,災害対策基本法と消費者安全法の該当条項

について解説する．3．では,各法律が自治体の個人情報政

策や個人情報保護条例に及ぼす影響について考察する．そ

して,4．では,モデルとなる先行事例（東京都足立区及び横

浜市）を参照しつつ,各法律の関係性を指摘する．最後に,5．

では,各法律に基づく制度の相乗効果を発揮する政策の在

り方を提言する。 

 

2. 災害対策基本法と消費者安全法の改正 

2.1 2013 年災害対策基本法改正（個人情報関係） 

2013 年 6 月成立の「災害対策基本法等の一部を改正する

法律」では,個人情報を地域で利活用するための新たな制度

として,避難行動要支援者名簿の作成と活用ルールの整理,

災害時の安否確認の制度化,被災者台帳の制度化が盛り込

まれた．このうち避難行動要支援者名簿の作成と活用に関

する検討が,後述の消費者安全法と関係する．そこで,以下

に条文を示したうえで,必要最小限の解説を加えることと

する． 

（条文） 

「（避難行動要支援者名簿の作成） 
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第 49 条の 10  市町村長は,当該市町村に居住する要

配慮者のうち,災害が発生し,又は災害が発生するおそ

れがある場合に自ら避難することが困難な者であって,

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を要

するもの（以下「避難行動要支援者」という．）の把握

に努めるとともに,地域防災計画の定めるところにより,

避難行動要支援者について避難の支援,安否の確認その

他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護

するために必要な措置（以下「避難支援等」という．）

を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次条

第一項において「避難行動要支援者名簿」という．）を

作成しておかなければならない． 

２ 避難行動要支援者名簿には,避難行動要支援者に

関する次に掲げる事項を記載し,又は記録するものとす

る． 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 

四 住所又は居所 

五 電話番号その他の連絡先 

六 避難支援等を必要とする事由 

七 前各号に掲げるもののほか,避難支援等の実施に

関し市町村長が必要と認める事項 

３ 市町村長は,第一項の規定による避難行動要支援

者名簿の作成に必要な限度で,その保有する要配慮者の

氏名その他の要配慮者に関する情報を,その保有に当た

って特定された利用の目的以外の目的のために内部で

利用することができる． 

４ 市町村長は,第一項の規定による避難行動要支援

者名簿の作成のため必要があると認めるときは,関係都

道府県知事その他の者に対して,要配慮者に関する情報

の提供を求めることができる．」（下線部筆者） 

（解説） 

「避難行動要支援者名簿」の作成が自治体の法律上の

義務とされたことを意味する．2014 年 4 月 1 日から施行

されている．各自治体は,既に避難行動要支援者名簿を完

備していなければならない建前である．この避難行動要

支援者の概念は,従来内閣府その他で使われていた「災害

時要援護者」（内閣府や日本弁護士連合会によれば,障害

者,高齢者,要介護者,妊婦,子ども,外国人,難病者等が指摘

されている）の概念よりは,やや対象者が狭い．ただし,

自治体の各現場では,定義上の区分けはあまり大きな意

味を持たないと考えられる．厳密に避難行動だけに限定

したリストアップが現実的に困難であることは明らか

であり,まずは,災害時において助けが必要とされる住民

を一定の基準で広くリストアップすることが通常の実

務対応になろうかと思われる． 

（条文） 

「（名簿情報の利用及び提供） 

第 49 条の 11  市町村長は,避難支援等の実施に必要

な限度で,前条第一項の規定により作成した避難行動要

支援者名簿に記載し,又は記録された情報（以下「名簿

情報」という．）を,その保有に当たって特定された利用

の目的以外の目的のために内部で利用することができ

る． 

２ 市町村長は,災害の発生に備え,避難支援等の実施

に必要な限度で,地域防災計画の定めるところにより,

消防機関,都道府県警察,民生委員法（昭和二十三年法律

第百九十八号）に定める民生委員,社会福祉法（昭和二

十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する市町

村社会福祉協議会,自主防災組織その他の避難支援等の

実施に携わる関係者（次項において「避難支援等関係者」

という．）に対し,名簿情報を提供するものとする．ただ

し,当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き,

名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報に

よって識別される特定の個人をいう．次項において同

じ．）の同意が得られない場合は,この限りでない． 

３ 市町村長は,災害が発生し,又は発生するおそれが

ある場合において,避難行動要支援者の生命又は身体を

災害から保護するために特に必要があると認めるとき

は,避難支援等の実施に必要な限度で,避難支援等関係

者その他の者に対し,名簿情報を提供することができる．

この場合においては,名簿情報を提供することについて

本人の同意を得ることを要しない．」（下線部筆者） 

（解説） 

「避難行動要支援者名簿」記載の「名簿情報」を,実際

に災害時にこれを活用すべき官民のステークホルダー

である「避難支援等関係者」と共有するためのルールに

ついて,従来の解釈を確認的に記載したものである．すな

わち,緊急時（災害時）には,同意なくして名簿情報（個

人情報）の第三者提供が可能になり,それ以外の場面では,

各自治体の個人情報保護条例やその他の条例の運用に

委ねるという規定である．わざわざ当然のことを確認的

に法律で記載した趣旨は,個人情報保護条例などの効果

的な解釈運用方針が自治体の現場に浸透していない現

実を踏まえてのことである．最低限の義務を課し,自治体

の防災リーガル・リテラシーを担保すると同時に,引き続

き自治体の創意工夫による個人情報共有政策を促して

いる条文である． 

名簿情報の提供先は,条文では,消防機関,都道府県警察,

民生委員,市町村社会福祉協議会,自主防災組織等が列挙

されているが,これはあくまで例示である．消防団や町会

自治会などの地縁団体も当然加えるべきであろうし,地

域の実情に応じて,マンション管理組合,医療・福祉・介

護機関,公益性のある専門士業団体,地域の中核を担う企

業体（漁協や農協等）,自衛隊も担い手になりうる．自治
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体の個性に応じて「地域防災計画」を柔軟に定めること

が求められる． 

具体的な名簿情報の共有の場面としては ,①本人の同

意がある場合,②同意がなくても,各自治体の個人情報保

護条例によって同意以外の要件に該当する場合,③同意

がなくても,各自治体の震災対策条例や見守り条例等の

個人情報保護条例以外の条例が共有を認めている場合 ,

④災害時において住民の生命・身体を保護する場合,に整

理できる． 

2.2 2014 年消費者安全法改正（個人情報関係） 

2014 年 6 月 6 日に成立した「不当景品類及び不当表示防

止法等の一部を改正する等の法律」は,所謂「景品表示法」

の改正案のほかに,「消費者安全法」の一部改正案を含むも

のである．本稿では,この消費者安全法の一部改正のうち,

特に地域における個人情報の利活用に大きな影響を与える

部分について解説を加える． 

（条文） 

「第 11 条の 2 内閣総理大臣は,内閣府令で定めるとこ

ろにより,地方公共団体の長からの求めに応じ,消費者安

全の確保のために必要な限度において,当該地方公共団体

の長に対し,消費生活上特に配慮を要する購入者に関する

情報その他の内閣府令で定める情報で,当該地方公共団体

の住民に関するものを提供することができる． 

２ 地方公共団体の長は,内閣府令で定めるところによ

り,他の地方公共団体の長からの求めに応じ,消費者安全

の確保のために必要な限度において,当該他の地方公共団

体の長に対し,消費生活相談の事務の実施により得られた

情報で,当該他の地方公共団体の住民に関するものを提供

することができる． 

３ 国民生活センターの長は,内閣府令で定めるところ

により,地方公共団体の長からの求めに応じ,消費者安全

の確保のために必要な限度において,当該地方公共団体の

長に対し,事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあ

っせん及び当該苦情に係る相談の業務の実施により得ら

れた情報で,当該地方公共団体の住民に関するものを提供

することができる．」（下線部筆者） 

（解説） 

「消費者安全の確保のために必要な限度」において,国,

自治体,独立行政法人国民生活センターが,その業務の実施

により得られた住民に関する情報（その多くは個人情報と

して法律又は条例の規律を受けるはずである）を,その情報

が必要な自治体に提供できるとするものである．施行通知

（2014 年 6 月 13 日消費者庁長官通知）では,「地方公共団

体の長等は,他の地方公共団体の長からの求めに応じ,消費

生活相談の事務の実施により得られた情報等を提供できる

こととされたこと．（第 11 条の２関係）」．と説明されてい

る．すなわち,共有が想定されているのは,消費者被害を与

えたことで行政処分を受けた業者等が保有していた被害者

リストである．これらを共有し,自治体が二次被害の防止や

日頃の見守り活動に役立てるという狙いである． 

この情報共有は、「個人情報保護条例」,「行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人

等の保有する個人情報の保護に関する法律」との関係では,

いずれも個人情報の第三者提供又は目的外利用に該当する

ことになると思われる．第三者提供及び目的外利用の許容

される要件である「法令」がこの消費者安全法の条文とい

う位置づけである．個人情報の共有について自治体の政策

に委ねる 2013 年改正災害対策基本法とは異なり,共有自体

を法律が全国一律に規定している．地方自治体の個人情報

政策に相当踏み込んだ条項であるとの印象を受ける． 

（条文） 

「（消費者安全確保地域協議会） 

第 11 条の 3 及び地方公共団体の機関であって,消費者

の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事する

もの（以下この条において「関係機関」という．）は,当該

地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための

取組を効果的かつ円滑に行うため,関係機関により構成さ

れる消費者安全確保地域協議会（以下「協議会」という．）

を組織することができる． 

２ 前項の規定により協議会を組織する関係機関は,必

要があると認めるときは,病院,教育機関,第十一条の七第

一項の消費生活協力団体又は消費生活協力員その他の関

係者を構成員として加えることができる．」 

「（協議会の事務等） 

第 11条の4 協議会は,前条の目的を達成するため,必要

な情報を交換するとともに,消費者安全の確保のための取

組に関する協議を行うものとする． 

２ 協議会の構成員（次項において単に「構成員」とい

う．）は,前項の協議の結果に基づき,消費者安全の確保の

ため,消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を

保ち,その状況を見守ることその他の必要な取組を行うも

のとする． 

３ 協議会は,第一項に規定する情報の交換及び協議を

行うため必要があると認めるとき,又は構成員が行う消費

者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請が

あった場合その他の内閣府令で定める場合において必要

があると認めるときは,構成員に対し,消費生活上特に配

慮を要する消費者に関する情報の提供,意見の表明その他

の必要な協力を求めることができる． 

４ 協議会の庶務は,協議会を構成する地方公共団体に

おいて処理する．」 

（解説） 

国及び自治体は,消費者安全の確保のための取組を効果

的かつ円滑に行うため,関係機関により構成される「消費者

安全確保地域協議会」（以下協議会という）を組織できるこ

ととされた．この協議会の構成員には,官民の幅広いステー
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クホルダーを取り込むことを予定している．消費者保護に

直接関わる機関だけではなく,民間で消費者を顧客にする

企業も,その一端を担うことが想定されている．例えば,銀

行などの金融機関,コンビニエンスストアなどの小売業者

も含まれるものと解されている． 

加えて,特筆すべきは,協議会の構成員間での個人情報の

共有に関する強力な規定を置いている点にある．すなわち,

協議会において住民らの消費者被害を防止することを目的

として,「情報の交換及び協議を行うため必要があると認め

るとき,又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組

に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令

で定める場合において必要があると認めるとき」には,「構

成員に対し,消費生活上特に配慮を要する消費者に関する

情報の提供,意見の表明その他の必要な協力を求めること

ができる」としている．協議会は,「消費生活上特に配慮を

要する消費者」の個人情報を,本人の同意なくして,あらか

じめ構成員らで共有し,これを消費者保護の見守り活動な

どに利活用できるのである．災害対策基本法では,避難行動

要支援者名簿記載の名簿情報の共有については,法律では,

災害発生時等に限り,本人の同意なくして個人情報を共有

できるとする統一規定を設置していた．ところが,消費者安

全法では,広く消費者保護を目的として,個人情報の平常時

からの共有を法律レベルで許容する規定になっているので

ある． 

 

3. 改正法の個人情報保護政策への影響 

前項の条文解説と重複する点もあるが ,各法改正が自治

体の個人情報政策に与える影響について簡単に考察する． 

3.1 改正災害対策基本法と自治体の個人情報政策 

 避難行動要支援者名簿の作成義務は ,自治体に法律上の

義務を課すことになるので,自治体政策におけるインパク

トは当然大きい．ここでの課題は,形式的な基準で自治体の

各部署から名簿を寄せ集めただけは ,そこから漏れる住民

が出てきてしまうという点である．障害等級や要介護度な

どは,一応の基準として有益であるが,それ以外の住民を拾

い上げリストアップする手間をかけなければ ,真に有益な

避難行動要支援者名簿は作成できない．さらに,避難行動時

という災害の瞬間での援護にのみ囚われることなく,その

後の生活再建フェーズまで意識した名簿にしなければ ,避

難所や自宅で支援から取り残され生活再建が脅かされるこ

とが予想される災害時要援護者を拾い上げることができな

い．作成した名簿の実効性を担保するために自治体がかけ

るべき労力は大きいと考えられる． 

 また,災害時等以外の,平常時からのあらかじめの名簿情

報の共有については,個人情報保護条例の解釈や,新規の条

例策定に委ねられている．行政だけで災害時要援護者の支

援が十分にできないことは論を待たないが ,その担い手へ

の情報提供のスキームは,各自治体が独自に講じなければ

ならない．個人情報保護条例では審議会の活用が求められ,

新規条例としては,災害対策条例,名簿共有条例,見守り条例,

孤立防止条例等の策定が急がれるところである．すべての

自治体が,平常時からの情報共有を実現するために,何らか

の政策アクションを起こすべきであると考える． 

3.2 改正消費者安全法と自治体の個人情報政策 

国,自治体,国民生活センターは,消費者保護政策を実施す

る当該自治体に対して,業務の上で取得した消費者被害者

等の個人情報を,その求めに応じて提供できる．これを活用

することができれば,被害者を再度の被害から守るための

見守り支援が可能になる．政策を推し進めようとする自治

体にとっては,個人情報の収集や提供についての問題が法

律によってクリアされていることから,本人の同意や,個人

情報保護条例等の他の条項の解釈運用を駆使するという手

間もない．課題は,そのような情報を管理し,活用するため

の体制の整備のほうにこそあると考えられる． 

この体制整備のために「消費者安全確保地域協議会」と

いう協議会の設置が望まれる．法律上の守秘義務を課すこ

とで,消費者保護におけるステークホルダーが,協議会の構

成員となることができる．協議会では,一定の条件で,平常

時から,構成員間で（協議会内で）消費者被害者等の個人情

報を共有することが可能となっている．個人情報の第三者

提供,目的外利用,本人外収集を気にすることなく,個人情報

を扱うことができる点で,自治体の個人情報利活用政策に

は大きな後押しとなる法律が誕生したことになる（図 1）． 

課題は,やはり担い手の育成にあるのではないだろうか．

金融機関や小売店が個人情報を取得することへの住民合意

も得なければならない．そこで重要なのが,個人情報保護法

制全体に対する地域のリテラシー向上である．個人情報の

取扱いに対する過度の反応を解消し,正しく利活用できる

環境の整備のためには、研修や勉強会が重要になるだろう． 

図 1 改正消費者安全法における情報共有イメージ（消費者庁

作成資料より抜粋） 

 

 

4. 先行事例にみる各改正法の活用場面 

 ２つの先行事例を挙げて,災害対策としての個人情報共
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有と,見守り活動としての個人情報共有の各場面について,

支援者はどういう機関や専門職か,支援対象者である要援

護者らは具体的にどのような住民かを見ていくこととした

い．横浜市の事例は,2013 年改正災害対策基本法が促す政

策を先取りしている事例である．東京都足立区の事例

は,2014 年改正消費者安全法が目指す協議会の在り方の参

考になる事例として,消費者庁の「消費者の安全・安心確保

のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会報告書

（平成 25 年 12 月）」で取り上げられている事例である． 

4.1 先行事例の解説①～横浜市「横浜市震災対策条例」 

横浜市は,「横浜市震災対策条例」（以下横浜市条例とい

う）を全面改正し,2013年 10月 1日から全面施行している．

災害時要援護者の安否確認,避難誘導,救出救助等の支援活

動に必要な体制の整備や,市民や地域の自主的な支えあい

の取り組み支援を実施するため,災害時要援護者の個人情

報（氏名,住所,年齢,性別）について,本人の同意なくして,

自治体から自主防災組織等の支援者にあらかじめ提供する

ことを認めることを内容としている（横浜市条例 12 条 2

項ほか）． 

支援対象者は,在宅の災害時要援護者であり,具体的には,

要介護 3以上,65歳以上世帯,認知症の方,身体障害者,知的障

害者,難病患者などである（横浜市条例施行規則 4 条）． 

情報提供先の支援者は,自主防災組織,自治会町会,連合町

内会,地域防災拠点運営委員会等などが明記されている（横

浜市条例施行規則 4 条）．なお,地域包括支援センター及び

民生委員は,条例制定以前の段階で,横浜市の個人情報保護

審議会により,個人情報の提供を受けることができるよう

になっていた． 

横浜市条例が根拠となり,個人情報の提供に本人の同意

は必要なくなっている．ただし,本人が拒否する場合には,

提供をしないという取扱いである（横浜市条例12条3項）． 

4.2 先行事例の解説②～東京都足立区「足立区孤立ゼロプ

ロジェクト推進に関する条例」 

東京都足立区では,「足立区孤立ゼロプロジェクト推進に

関する条例」（以下足立区条例という）の制定により,孤立

ゼロプロジェクト推進活動（調査活動及び寄り添い支援活

動）に必要な高齢者や障害者の個人情報を,本人の同意なく

して支援者等に提供できることになっている（足立区条例

８条）． 

 支援対象者は,高齢者世帯,身体障害者手帳交付者,精神障

害者保健福祉手帳交付者,愛の手帳交付者等である． 

 情報提供先の支援者は,町会自治会,民生委員,地域包括支

援センター,警察署,消防署,登録制の寄り添い支援員などで

ある（足立区条例施行規則５条,同６条）． 

 「孤立防止」という名目を掲げ,平常時から支援に関係す

る機関に対して個人情報を提供することを許容している．

このスキームは,個人情報の取扱いに関する法制面からみ

れば,横浜市震災対策条例と何ら変わるところはない．すな

わち,個人情報保護条例において第三者提供の要件となっ

ている「法令」に該当するのが,足立区条例ということにな

る． 

4.3 先行事例と立法資料の比較検証 

図２は,横浜市条例,足立区条例,及び 2014 年改正消費者

安全法の立法関係資料（図１）を手がかりに,災害対策基本

法と消費者安全法がそれぞれ予定しているであろう,支援

対象者と個人情報の提供先のである支援者の具体例をまと

めたものである（参考文献 2）より抜粋改訂）． 

図２ 支援対象者と支援者組織のまとめ 

消費者安全法 法令 災害対策基本法 

消費生活上特に配慮を

要する消費者 

 

個人情報を

共有すべき

支援対象者 

避難行動要支援者 

障害者,高齢者,消費者

被害者等 

支援対象者

の具体例 

障害者,高齢者,難病者 ,

要介護者,妊婦,乳幼児 ,

外国人等の災害時要援

護者 

消費者安全確保のため

に,お金,孤独防止,健康

に関する見守り ,その

他必要な取組 

支援内容 

 

 

避難の支援,安否の確認

その他避難行動要支援

者の生命又は身体を災

害から保護するために

必要な措置（避難支援

等,防災や見守り活動も

含む） 

消費者安全確保地域協

議会及びその構成員

（構成員として,病院,

教育機関 ,消費生活協

力団体 ,消費生活協力

員,その他の関係者） 

法令で明記

されている

支援者 

避難支援等関係者（自

治体担当部局 ,消防機

関 ,都道府県警察 ,民生

委員 ,社会福祉協議会 ,

自主防災組織,その他避

難支援等の実施に携わ

る関係者等） 

警察,消防機関,保健所,

自治会・町会,民生委員,

金融機関,小売業者等 

先行事例 ,モ

デルケース ,

報道資料等

から想定さ

れる支援者 

自治会・町会,医療機関,

福祉期間,地域包括支援

センター ,自衛隊 ,マン

ション管理組合 ,NPO

法人,企業等 

 

 災害対策基本法による災害時要援護者も,消費者安全法

による消費生活上特に配慮を要する消費者も ,その主要支

援対象者は「高齢者」と「障害者」である．結局のところ,

日常で消費者被害に遭いやすいとされている住民と,災害

対策のために日常から見守り支援を継続すべき住民は,重

なる場合が多いことがわかるだろう． 

また,支援の担い手は,法令の文言や先行事例を分析する

限りでは,自治体の担当部局を中心とし,自治会町会,民生委

員,警察などが共通している．若干乱暴な仮説を立てれば,
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災害対策基本法も消費者安全法も,施策の受け皿となる部

局はほぼ同じか、連携しなければならないということが言

えるのではないだろうか． 

 

5. 災害対策と消費者保護の統合政策実現へ 

5.1 課題のまとめ 

2013 年改正災害対策基本法も,2014 年改正消費者安全法

も,法律上記載された目的は異なる建前ではあるが,平常時

からステークホルダーの間で地域の個人情報を共有すると

いう手法で,住民の生命,身体,健康,財産などを保護するこ

とを目指しているという点は共通している．しかも,その支

援の担い手たる支援者と支援対象者は,いずれの法律に基

づく施策を実施する場合でも,重なるところが多い． 

課題は,防災福祉部局による災害対策のための名簿と,消

費生活部局による消費者被害防止のための名簿がそれぞれ

個別に作成され,施策の執行もバラバラに実施される事態

を避けるべきであるという点である．災害対策や消費者行

政にのみ閉じた施策とならない工夫が必要である． 

特に,消費者安全確保地域協議会では,「消費生活上特に

配慮を要する消費者」という類型であれば,平常時から個人

情報を協議会構成員で把握し,見守り活動を展開すること

ができる．これは,災害時において支援を必要とする住民へ

の見守りとほぼ重なるのではないだろうか．筆者の雑感で

はあるが,「消費生活上特に配慮を要する消費者」という概

念は,相当広い解釈をできる余地がある（その意味では今後

の施行通知や解釈通知による政府解釈などが待たれるとこ

ろである）．ここに,災害対策基本法が平常時からの情報共

有を促している「避難行動要支援者」や実際に支援するこ

とになる「災害時要援護者」全般を含むことも可能ではな

いだろうか． 

5.2 効率的かつ効果的な政策展開への提言 

以上の考察を踏まえ,2013 年改正災害対策基本法と 2014

年改正消費者安全法の統一的運用の重要性を提言する．特

に,消費者安全法に基づく「消費者安全確保地域協議会」は,

個人情報の共有を実現するには,相当に強力な法令である．

「必要があると認めるときは,構成員に対し,消費生活上特

に配慮を要する消費者に関する情報の提供 ,意見の表明そ

の他の必要な協力を求めることができる．」という消費者安

全法の条文は,各自治体の個人情報保護条例に定められた

第三者提供や目的外利用の一類型である「法令」に該当す

る．災害対策基本法では,平常時から情報共有するためには,

法律上の定めまではなく,各自治体の条例解釈（多くは審議

会の決議が必要ということになる）や,新規条例策定が必要

であることと比較しても,その法律の強力さが目立つ．筆者

は,消費者安全確保地域協議会を,災害時要援護者の見守り

支援に使える場合には（対象住民が重なる場合には）,積極

的にこの協議会を利用し,個人情報の共有を法律に基づき

円滑に行う政策を立案することを提案したい．このために

は,防災部局,福祉部局,消費生活部局の縦割りを打破し,部

局横断的な政策立案をすることが求められるだろう． 

 先行事例として参考になるのは,滋賀県野洲市の事例で

ある．同市消費生活相談窓口は,各種相談の第一窓口として

機能するだけなく,他の部署から提供される消費者被害や

困窮者等の情報を集約して,ワンストップサービスによる

包括的見守り支援等を実施している．また,同市の「多重債

務者包括的支援プロジェクト」では,部署を横断して情報収

集する横串組織として「市民生活相談課」が機能し,外部の

専門士業らとも連携しながら（個人情報を共有しながら）,

多重債務者の生活再建支援を実施している．かかる先行事

例に学び効果的な個人情報政策の実現を期待したい。 
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